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処遇改善加算計画書・加算届（介護給付費算定に係る体制に関する届出書）の提出期限 

  ※処遇改善加算計画書に係る加算の変更や継続の届出のみ下記の期限となります 

4 月・5 月分を申請する事業者 ⇒4 月 15 日（令和 8 年 6 月以降分も併せて提出） 

 居宅介護支援・介護予防支援等(6 月に加算が新設されるサービス）  

⇒所属している事業者が 4・5 月分を申請する場合 4 月 15 日 

                ⇒6 月に加算が新設されるサービスのみの事業者 6 月 15 日 

利用者等への同意について 
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現在 R8.6～ 書面同意  現在 R8.6～ 書面同意  現在 R8.6～ 書面同意 

加算Ⅰ 加算Ⅰロ 必要  加算Ⅲ 加算Ⅱロ 必要  加算Ⅳ 加算Ⅱロ 必要 

加算Ⅰイ 不要  加算Ⅱイ 必要  加算Ⅱイ 必要 

加算Ⅱ 加算Ⅱロ 必要  加算Ⅲ 不要  加算Ⅲ 必要 

加算Ⅱイ 不要      加算Ⅳ 不要 

介護報酬改定に伴う料金変更の利用者等の同意については、報酬改定内容の確定後、サービス提供開始時までに、料金改定表を

紙で配布する等を行い同意を得た上で、「説明し同意を得た日時」「説明方法」「説明した相手方」等を記録しておく場合について、

署名・押印を省略してもよいこととします。 

ただし、新たな加算を算定する等の変更ある場合には、書面で同意を得ていただく必要があります。 
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